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I. 訂正申請のイメージ図

補正申請は、電子ライセンスが交付された後に、
申請者の事情で許可された内容を訂正するために行う操作です。

電子ライセンス交付後に、申請者側の事情から、
（有効期限の延長や、経由地等の訂正が必要
になった場合）

A：申請済み申請書の取得により
（申請した「申請書ファイル」の原本を、申請者は
システムから差し戻して、訂正したい内容を直す）

B：電子ライセンスの訂正申請
（訂正した「申請書ファイル」を送信する）

C：許可／承認等
（審査官は訂正内容の審査を行い、その内容に
問題がなければ、電子ライセンスが交付される）

C

A B

訂正申請のタイミングは？ ライセンス交付後に、申請者の事由が生じた場合。
※訂正の申請書(.jetファイル)には、「訂正申請理由」欄の記入が必要です。

ライセンスの有効期限の延長も、電子申請できますか？
期限はありますか？

有効期限の延長も、電子申請が可能です。原許可証の有効
期限が切れる前に、手続きください。申請書(.jetファイル)の、
「訂正申請理由」欄に、期限延長の内容を記載ください。

交付済み許可証を用いた通関申告中に、通関業者から、
税関で許可証の誤りを指摘されたという連絡を受けました。
許可証の訂正申請はすぐに可能ですか？

通関申告中の電子ライセンスを、すぐに訂正申請することはで
きません。通関業者に連絡して、先ず、当該ライセンスを税関
仕掛かり中から外してください。その後、訂正申請が可能です。
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II. 訂正申請の手順

別添マニュアル
【4】電子ライセンスの訂正申請
（JAG 申請済み申請書取得／JAA 訂正申請)

https://www.meti.go.jp/policy
/external_economy/trade_cont
rol/05_naccs/03_operation/04
_jaa_teisei.pdf

原許可の訂正の手順は、経済産業省WEBにて、操作マニュアルを掲載してます。 1クリック１画面キャプチャで解説！

経済産業省 トップページ → 政策一覧 対外経済 → 貿易管理 → 電子申請 → 中段 「操作マニュアル」

原許可の訂正申請の操作手順は、QRコードからダウンロードできます。
主なポイントは、次頁で解説します。

① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、訂正したい
原許可証の申請書(.jetファイル)を呼び出します。
・原許可証の「許可承認証等番号」を画面に入力
・「送信」ボタンを押すと、「添付ファイル」欄に申請書が貼り付く

② 取得した申請書を開き、訂正したい入力項目を記入します。
・「添付ファイル」欄に貼り付いた申請書をダブルクリック
・「訂正」又は「更新・変更」タグで開いて、中味を修正する
・内容検証後に、申請書ファイルを別名で保存する

③ 業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」から、
申請書ファイルを送信します。
・訂正した申請書ファイルを画面に添付
・申請種類番号を入力して、「送信」ボタン

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/03_operation/04_jaa_teisei.pdf


① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、訂正したい原許可証の申請書(.jetファイル)を呼び出します。

NACCSパッケージソフト初期画面の業務メニューから、
「JAG 申請済み申請書取得」画面を立ち上げます。

a. 業務メニュー枠の最下位にある「外為法関連業務」
を開きます。

b. 「J」から始まる外為法関連業務の一覧が表示され、
そのうちの「JAG外為法 申請済み申請書取得」を押
します。

c. 「JAG」の画面が立ち上がったことを確認してください。
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II. 訂正申請の手順

b.



f.
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d.

e.
d. 「JAG 申請済み申請書取得」画面にて、訂正したい原許可証

の「許可承認証等番号」を入力します。

e. 「送信」ボタンを押します。

f. 画面が切り替わり、「添付ファイル」欄に申請書(.jetファイル)が
貼り付きます。 貼り付いた申請書(.jetファイル)をダブルクリック
で開きます。

g. 表示されたメッセージ画面で、「訂正」又は「更新・変更」タグを
押してください。申請書(.jetファイル)の画面が立ち上がります。

II. 訂正申請の手順

① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、訂正したい原許可証の申請書(.jetファイル)を呼び出します。

原許可証が包括の場合

原許可証が包括以外の場合

g.

g.
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② 取得した申請書(.jetファイル)を開いて、訂正したい入力項目を記入します。

a. ダウンロードした申請書(.jetファイル)の入力項目のうち、
訂正したい入力項目を上書きで修正します。修正後に、
内容検証も忘れずに！（内容検証ボタンから確認）

b. 「ファイル」メニューから「別名で保存」を選択します。

c. 任意の保存先を選択し、ファイル名を入力して、「保存」
ボタンをクリックします。ファイル名は、新規申請と区別する
ために、「訂正」又は「更新」と分かるように記載ください。

d. 申請書(.jetファイル)が、任意の保存先フォルダに保存さ
れたことを確認してください。

b.

保存した申請書ファイルは、末尾の拡張子.jetとして
アイコンが表示されます。フォルダ内には、申請書(.jet
ファイル)と一緒に、添付書類の電子媒体も保存して
申請書類をまとめて管理ください。c.

d.

a.

II. 訂正申請の手順



① 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」から、申請時に作成・送信した申請書(.jetファイル)を呼び出します。

NACCSパッケージソフト初期画面の業務メニューから、
「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」画面を立ち
上げます。

a. 業務メニュー枠の最下位にある「外為法関連業務」
を開きます。

b. 「J」から始まる外為法関連業務の一覧が表示され、
そのうちの「JAA外為法 新規・電子ライセンスの訂正
申請」を押します。

c. 「JAA」の画面が立ち上がったことを確認してください。
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a.

c.

b.

II. 訂正申請の手順

③ 作成した申請書(.jetファイル)を、業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」より送信します。



d. 「JAA外為法 新規・電子ライセンスの訂正申請」
画面にて、「添付ファイルの追加」ボタンを押す。

e. 訂正した申請書ファイルを保存しているフォルダから、
添付したいファイルをドラッグして「開く」ボタンを押す。

f. 「JAA外為法 新規・電子ライセンスの訂正申請」
画面の「添付ファイル」欄に、送信する申請書ファイ
ルが貼り付いたことを確認ください。
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d.

e.

f.

③ 作成した申請書(.jetファイル)を、業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」より送信します。

「JAA外為法 新規・電子ライセンスの訂正申請」の画面にて、「添付ファイルの追加」から、申請書類一式を貼り付けます。

II. 訂正申請の手順
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「申請種類番号」（訂正申請の場合は、末尾の3桁目は数字の9）を入力して、「送信」ボタンを押します。

g. 「申請種類番号」 を半角英数字で入力ください。

h. 「申請種類番号」の３桁は、「入力項目ガイド」を
参照して、申請様式にあった3桁を半角英数字を
確認できます。 なお、訂正申請の場合、末尾の
3桁目は、数字の「9」です。

i. 「送信」ボタンを押して、訂正申請は完了です。

g.

i.

g.

h.

（注意）
申請書ファイルの上段の「様式番号」には、入力すべき3桁の
申請種類番号が記載されています。

③ 作成した申請書(.jetファイル)を、業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」より送信します。

II. 訂正申請の手順
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訂正申請が完了すると、「整理番号」が払い出されます。

（注意）整理番号が払い出されたら、必ずNACCS業務メニュー「JAP：進捗状況照会」業務から、受付無効になって
いないかを確認してください。正しく送信された場合、審査官の手元に届いた「受理待ち」というステイタスになります。

③ 作成した申請書(.jetファイル)を、業務メニュー「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」より送信します。

II. 訂正申請の手順
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II. 訂正申請の手順

「 J A P  進捗状況照会」画面にて、「受付無効」が表示された場合の確認ポイント

※次章では、訂正申請を行った後の 「受付無効」への対処法について解説します。
「 J A P  進捗状況照会」画面に表示された 「受付無効理由」のポイントは６つです。

（注意）「受付無効理由」を確認しても、対処法が分からない場合は、①申請書ファイル(.jet)本体と、②JAP進捗照会状況で
表示された受付無効理由、これら2つを、経済産業省 電子化・効率化推進室 bzl-qqfcbj@meti.go.jp あてに送信ください。

1. 「JAG 申請済み申請書取得」でダウンロードしたファイルを、「訂正」ボタンで開いていますか？

2. 申請書ファイルの「内容検証」ボタンを押していますか？

3. 「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」で送信していますか？

4. JAA画面で入力する3桁の申請種類番号は、末尾の3桁目は数字の9ですか？

5. 訂正元の原許可証で分割交付を希望した場合、分割交付分を全て受け取っていますか？

6. 訂正元の原許可証が、税関で仕掛かり中（申告業務に使用中）ではありませんか？

mailto:qqfcbj@meti.go.jp
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「JAA 訂正申請」後に、「受付無効」のエラーメッセージが届いた場合、確認いただく６つのポイント

１． 業務メニュー「JAG 申請済み申請書取得」でダウンロードしたファイルを、「訂正」ボタンで開いてください。

申請者自身のパソコンのフォルダに保存したものを訂正するのではなく、必ず
システムからダウンロードした申請書（.jetファイル）を訂正してください。

注：JAGからダウンロードして貼り付いた申請書をダブルクリックで開く際に、
表示されるメッセージは、原許可証が包括系の場合は「更新・変更」となり、
原許可証が包括以外の場合は「訂正」となります。

III. 訂正申請の受付無効の対処方法に関するケーススタディ

原許可証が包括の場合

原許可証が包括以外の場合
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「JAA 訂正申請」後に、「受付無効」のエラーメッセージが届いた場合、確認いただく６つのポイント

２． 申請書(.jetファイル)の「内容検証」ボタンを押して、「検証結果」欄に赤字NGが無いことを確認ください。

受付無効となった申請書(.jetファイル) の「内容検証」ボタン
を押すか、または「申請書」メニューから「内容検証」を選択し
てください。ブラウザが起動し、検証結果が表示されます。

検証の結果、指摘事項がある項目には、申請書(.jetファイ
ル)の「検証結果」欄に「NG」と表示されます。「NG」が残って
いる状態で申請を行うと受付無効になりますので、必ず修正
を行ってください。

また、確認事項がある項目には、 「検証結果」欄に「注意」
と表示されます。「注意」が残っている状態で申請を行っても
受付無効にはなりませんが、適宜、確認を行ってください。

「検証結果 内容検証の結果、指摘事項はありません。」と
メッセージが出たらOKです。

III. 訂正申請の受付無効の対処方法に関するケーススタディ



「JAA 訂正申請」後に、「受付無効」のエラーメッセージが届いた場合、確認いただく６つのポイント

３． 業務メニュー「JAB 補正申請」 ではなく、 「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」で送信してください。

４． 「JAA 訂正申請」の画面で入力する「申請種類番号」は、末尾の3桁目は数字の「9」になります。

（注意）
「JAA 新規・電子ライセンスの訂正申請」の画面で入力する
「申請種類番号」は、申請書(.jetファイル)にも「様式番号」
として表示されています。

III. 訂正申請の受付無効の対処方法に関するケーススタディ
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「JAA 訂正申請」後に、「受付無効」のエラーメッセージが届いた場合、確認いただく６つのポイント

５． 訂正元の原許可証の申請時に分割交付を希望した場合は、分割交付された通数すべて受領しないと、

訂正申請ができません。

※訂正元の原許可証を交付する審査窓口（担当審査官）へご連絡ください。分割交付の残数がある場合、審査官側で

分割交付通数のすべてを交付して、残数を０にすることで、訂正申請が可能な状態になります。

６． 訂正元の原許可証が、税関で仕掛かり中（申告業務に使用中）の場合は、訂正申請はできません。

また、逆の場合、すなわち訂正申請中の案件は、税関申告業務（裏書関係）を実施できません。

※原許可証を預けている通関業者（JCA 通関業者指定にて登録している通関業者）へご連絡ください。申告関連業務

（裏書事後訂正も含む。）から、原許可証を解除することで、訂正申請が可能になります。

III. 訂正申請の受付無効の対処方法に関するケーススタディ

５．原許可証の交付が
未完了の状態

６．原許可証が
税関仕掛かり中の状態
※税関許可後に判明した裏書
事後訂正手続き中も含みます。



IV. 書面ライセンスへの切替え、交付済み電子ライセンスの返納

電子ライセンスを、書面ライセンスに切り替えることは随時可能です。
一度、書面に切り替えたライセンスを、電子に戻すことは不可能です！！

電子申請を行い電子ライセンスが交付された場合、
書面ライセンスに切り替えた後も、申請時の申請書
(.jetファイル)を流用することは可能です。

交付された電子ライセンスを、審査官側の操作により「紙切替え」する
ことで、書面ライセンスとして使うこともできます。
書面ライセンスへ切り替えた場合、裏書(事後訂正も含む。)を電子で
行うことはできません！

紙切替えとは？

どのような時に、紙切替えが必要ですか？

◆カルネ通関といった紙媒体の許可証が必要なとき。なお、紙の分割交付も対応できます。
◆出荷の中止により、許可証(電子)が不要になった際、審査官側で電子を紙に切り替えて無効化します。
◆企業間の合併等により、旧会社の貿サブ利用者IDを廃止する場合、廃止する利用者IDで交付された電子ライ
センスを新会社で継承したいとき。なお、事業の継承、ライセンスの継承については、必ず事前にご相談ください。

◆電子ライセンスの裏書事後訂正ができない事故（通関業者による申告業務のリカバリーが困難なケース）により、
残数管理に支障が出る場合は、残数分を紙で切り替えて管理することもできます。

紙切替えは、NACCS業務メニューから申請できますか？

紙切替えは、申請者側でのNACCS業務メニューから行うことはできません。
原許可証の交付窓口(担当審査官)へご相談ください。 審査官の判断・操作により、紙切替えが可能になります。

紙切替えは、やむを得ない場合の手段です…
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